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施設管理業務 仕様書 

この仕様書は、地方独立行政法人岐阜県総合医療センターの施設管理業務委託契約により実施され

る施設管理業務の仕様を示すものである。 

この仕様書に定めのない項目については、「建築保全業務共通仕様書」（国土交通省大臣官房官

庁営繕部監修）を参照するものとする。 

 

１．委託業務名 

    地方独立行政法人岐阜県総合医療センター施設管理業務 

 

２．委託業務内容 

この仕様書で定める委託業務は、下記のとおりとする。 

(1) 中央監視業務 

(2) 防災センター業務 

(3) 昼間電話交換業務 

(4) 正面玄関受付業務 

 

３．委託期間 

2026年4月1日 ～ 2027年3月31日まで 

 

４．建物の概要 

(1) 名 称   岐阜県総合医療センター 

(2) 所在地    岐阜県岐阜市野一色４丁目６番１号 

(3) 延べ床面積    ６８，３６７.３６㎡ 

(内訳) ①本 館   44,231.59㎡    ④保育所        188.6 ㎡ 

②管理棟    7,671.08㎡    ⑤すこやか棟     4,627.05㎡ 

③情報交流棟  5,056.61㎡    ⑥南棟        6,592.43㎡ 

(4) 外来診療日   土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始 

(12月29 日から翌年1月3日まで)を除く平日 

(5) 内線数     2,169（うちPHS:907） 

(6) 職員数     1,680人（非常勤職員含む。令和7年4月１日現在） 

(7) 外来患者数    1,414人／日（令和6年度の実績）342,661人/年÷243日 

 

５．施設設備概要 

空調設備、電気設備、給排水衛生設備、消防設備、通信情報設備、監視制御設備、医療ガス設備、

医療用水設備、エレベーター、エスカレーター、搬送設備、ヘリポート等の設備 

 

６．業務内容等（詳細） 

別紙のとおり 
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７．業務従事者の管理  

(1) 業務従事者の配置及び身分の明確化 

受託者は、業務を行うために必要な知識、技術等を有する業務従事者を業務現場に配置する

こと。 

また受託者は、受託業務の実施に先立って、業務をするに適した統一された服装及び委託者

が配布する名札を着用させなくてはならない。なお、これに係る費用は受託者の負担とする。 

 

(2) 業務責任者の選定等 

① 受託者は、受託業務を円滑に遂行するため、業務従事者の中から本業務について総括的な

責任を有するもの（以下「業務責任者」という。）及び業務責任者不在時の代行者（以下

「業務副責任者」という。）を選任し委託者に届け出なければならない。 

② 業務責任者は、常に委託者との連携を緊密にし、必要な連絡を行うこと。また、委託者が

実施する調査・検査に立ち会うこと。 

③ 業務副責任者は、業務責任者の不在時に業務責任者業務の代行と受託業務を代行し、受託

業務に支障を期たさないように万全を期すこと。 

 

(3) 業務従事者の指導教育 

受託者は、施設の特性を十分に理解の上、業務従事者に対して受託業務上必要とする教育訓

練を定期的に実施するなど、施設の管理運営に支障を期たさないよう万全を期すこと。 

 

(4) 業務従事者の健康管理 

受託者は、労働安全衛生法に基づき、定期健康診断を実施するとともに、常に業務従事者の

健康に留意し、業務従事者が病毒伝染の危険のある疾患等に罹患した時は、当該従事者を業務

に従事させてはならない。 

 

８．費用負担区分 

(1) 委託者の負担 

① 委託業務を遂行するために必要な資材置場、光熱水費、電話等  

② 業務の遂行に必要なロッカー、机、キャビネット 

③ 委託者が受託者に依頼する調査の用紙類（無償で貸与する。） 

④ 修理に必要な部品及び材料 

⑤ 空調設備の交換用フィルター（中性能フィルター、ＨＥＰＡフィルター） 

⑥ 照明用蛍光管及び電球 

⑦ 法定点検に係わる各種検査手数料 

⑧ 機器保全等の薬品類 

⑨ 複合剤、清缶剤（ボイラー用）、殺藻剤、排水検査試薬等 

⑩ 設備機器の通常保守及び小修理に必要な部品 

ウエス、パッキング、油類、ヒューズ50A以下（特殊型を除く）、ビニールテープ圧着端

子、ネジ、ナット等 

⑪ 機械運転に必要な消耗品 
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(2) 受託者の負担  

① 日誌（プリンター用紙を含む）及び報告書（プリンター用紙を含む）の用紙 

② 文房具等の事務用消耗品 

③ 制服等の貸与及び駐車場の確保 

 

(3) 上記以外のその他費用負担区分が不明確なものについては、委託者と受託者との協議により

決定する。 

 

９．貸与品、支給品の請求及び管理 

(1) 受託者は、委託者から貸与された備品についてその保管及び使用を適正に行うこと。 

(2) 受託者は、委託者が費用負担する消耗備品等の支給を受ける場合は、委託者が定める伝票に

より請求すること。また、消耗備品管理簿を備え、その保管及び使用を適正に行うとともに、

使用状況を毎月委託者に報告すること。 

(3) 持ち込み物品リストの提出 

受託者は、契約締結後速やかに受託業務に係る持ち込み物品について委託者の承諾を得た後、

そのリストを提出すること。 

 

10．その他受託者の責務 

受託者は、受託業務等の遂行に当たり、岐阜県総合医療センター（以下「病院」という。）の特

殊性を十分に理解し、その円滑な運営に支障を来たすことのないようにすると共に、以下に掲げる

事項についてもその責務を果たすこと。 

また、病院利用者に対しても遺漏のないよう万全を期し、誠実に対応すること。 

(1) 法令の遵守 

本業務の遂行に当たっては、関係法令を遵守し、施設の安全と良好な環境保持に努めなけれ

ばならない。 

(2) 守秘義務 

受託者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。このことは契約の解除及び

期間満了時においても同様とする。 

(3) 信用失墜行為の禁止 

受託者は、病院の信用を失墜する行為をしてはならない。 

 

11．連絡調整 

受託責任者は、業務を円滑に遂行するため、常に委託者との連携を緊密にし、必要な連絡を行う

とともに、次に掲げる職務を行うこと。 

(1) 委託者との連絡調整 

(2) 業務責任者及び業務従事者の指揮及び管理監督 

(3) 業務責任者及び業務従事者の指導、教育 

(4) その他、業務責任者及び業務従事者の人事、作業管理全般 

(5) 業務責任者は、契約内容の履行管理、業務従事者の業務に関する監督、関連部署との連絡調

整等について総括すること。  
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12．疑義の解釈 

      本仕様書及び本契約書の解釈について疑義が生じた場合、又は本仕様書及び本契約書に定めの 

ない事項については、委託者と受託者が協議のうえ定めるものとする。 
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≪特記仕様書≫ 

  １ 妨害又は不当要求に対する通報義務 

    乙は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合

理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受

けたときは、警察へ通報をしなければならない。 

  ２ 乙は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することが

できないときは、甲に履行期間の延長変更を請求することができる。 

３ 当該業務従事者は、医療従事者と同様に、感染症の感染源又は曝露者になる可能性があるた

め、乙は当該業務従事者に対して以下の対応を行うこととする。 

(1) 健康診断の受診 

年１回以上の胸部Ｘ線検査を含む定期健康診断を受けさせること 

(2) 健康管理 

体調のチェックを毎日行い、以下の症状がある場合には、業務責任者に報告し、医療機関

で診察を受けること 

・発熱  ・咳  ・嘔吐、下痢 

(3) ワクチン接種歴の確認、接種歴のない場合の抗体検査とワクチン接種 

当該業務従事者は、医療従事者と同様に、特定のウイルス感染症（麻しん、風しん、水痘、

ムンプス、Ｂ型肝炎）に対する免疫を有していることが望ましい。そのため、各種免疫の有

無を事前に把握するため、当該業務従事者は業務に従事する前に、「予防接種（ワクチン接

種）調査票」（添付書類含む）を提出すること。また、各種免疫を有することが確認できな

い場合※には、初年度中に抗体価検査を行い、その結果に応じて下表に示す回数のワクチン

接種を行うこと。 

なお、原則として、抗体検査およびワクチン接種は甲の病院内で実施し、2019年4月1日

に当該業務に従事している者に限り検査費用・ワクチン費用及びその他の費用（採血、注射、

問診等）ともに甲が負担するものとするが、それ以降は検査費用・ワクチン費用は乙、その

他の費用（採血、注射、問診等）は甲が負担するものとする。 

 検査法 2回接種 1回接種 接種不要 

麻しん PA法 <16倍 ≧16倍、<256倍 ≧256倍 

NT(中和)法 <4倍 4倍 ≧8倍 

EIA法IgG 陰性（<2.0） (±)（≧2.0、<16.0） ≧16.0 

風しん HI法 <8倍 8倍、16倍 ≧32倍 

EIA法IgG 陰性（<2.0） (±)（≧2.0、<8.0） ≧8.0 

水痘 IAHA法 <2倍 2倍 ≧4倍 

EIA法IgG 陰性（<2.0） (±)（≧2.0、<4.0） ≧4.0 

NT(中和)法 <2倍 2倍 ≧4倍 

ムンプス EIA法IgG 陰性（<2.0） (±)（≧2.0、<4.0） ≧4.0 
 

Ｂ型肝炎 CLIA法 10mIU/mL以上でなければ3回接種 

※麻しん、風しん、水痘、ムンプスは各２回、Ｂ型肝炎は3回のワクチン接種歴がない 
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中央監視業務及び防災センター業務 

 

中央監視及び防災センターの委託業務内容は下記のとおりとする。 

なお、中央監視及び防災センター業務に従事する職員は連携して、職務を遂行するものとする。 

 

【１】業務の目的 

病院の中央監視室及び防災センターにおいて、「４．建物の概要」に示す病院各棟の電気、機

械及びその他の施設設備の安全かつ効率的な運転及び操作、中央制御装置、各種モニター等によ

る施設設備の正常運転の確認及び異常状態の早期発見を行うとともに、施設設備の日常巡視点検

を行うことにより、各施設設備の機能を常に良好な状態に維持保全することを目的とする。 

また、関係法規等に準拠して建築物の設備及びその環境を常に最良の状態で維持し、並びに事

故を未然に防止し、保安保全業務を実施することにより、病院施設の機能及び環境を最高の状態

で維持することを目的とする。 

 

【２】業務内容 

① 中央監視業務 

＜業務区分＞ 

（１）中央監視業務  

ア  業務内容 

中央監視室内において設備機器等を運転させ、その状況を監視するとともに、設備

機器等を制御する業務。 

別紙「機器配置概要表(B1F中央監視室)」及び「中央監視室詳細図」参照。 

イ  監視項目 

別紙「中央監視業務」に定める基準による。 

（２）日常巡視点検業務 

ア  業務内容 

運転及び監視業務に付帯して行う業務とし、目視点検など五感による点検を基本とす

る業務。 

点検項目として記載する事項のほか、点検との連携及び防災・保安上の観点から設備

・機器周辺全般を見るものとする。 

イ 点検周期 

別紙「日常巡視点検業務」に定める基準による。 

日常巡視点検の周期は、設備・機器等の正常状態における標準周期を示す。 

ただし、経年劣化、損耗の程度を考慮して点検周期を短縮するものとする。 

（３）設備保守修理業務 

別紙「中央監視・日常巡視点検業務」に定める施設設備等の保守・修理業務。 

保守：施設設備の正常な性能又は機能を維持するために行う、消耗品・材料の取替え、

注油、汚れ等の除去、部品の調整等の軽微な作業を行うこと。 
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修理：施設設備の劣化した部分、または部材、低下した性能又は機能を、使用上支障

のない状態まで回復させること。 

（４）エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく運用及び報告 

法令を遵守し、エネルギー使用の合理化に努めること。 

管理標準及び中長期計画を作成し、病院に提出すること。 

定期報告書作成を支援すること。 

（５）建築基準法第１２条第３項に基づく防火設備定期点検 

防火設備の定期点検を年１回行い、報告書を病院に提出すること。 

点検方法及び報告の書式は岐阜市の基準に準ずる。 

（６）その他、病院から指示のある事項 

 

＜点検結果に対する処置＞ 

（１）日常巡視点検の結果、不備な箇所や状態を発見した場合は、必要な手入れ、調整、小修

理を実施する。 

（２）点検の結果、不備な箇所や状態を発見した場合は、応急処置等を行い、速やかに報告し

修理の手続きをする。 

 

＜記録・報告＞ 

（１）日常巡視点検、業務等を実施した場合は、仕様書に定める点検記録、整備記録等により

その結果を記録し報告する。 

（２）修理に関する記録は、機器台帳に記録し、機器ごとの固有の劣化傾向等の把握を行う。

来歴記録は、日常巡視点検にフィードバックし、中長期的な改修計画等の参考にする。 

 

② 防災センター業務 

＜業務区分＞ 

（１）監視業務 

ア 業務内容 

防災センター室内にある防災監視盤、監視モニター等の情報からの異常発生等の識別

を行う。 

別紙「機器配置概要表(1F防災センター)」及び「防災センター詳細図」参照 

イ 監視項目 

別紙「日常巡視点検業務」に定める基準による中央監視業務以外の項目 

（２）出入口開閉業務 

＜解錠（※ｶｯｺ内は土日祝日）＞   ＜施錠＞ 

本 館（供用部）   ７：３０（※８：００）       ２０：００ 

管理棟（供用部）   ７：３０（※８：００）       ２０：００ 

情報交流棟（供用部） ７：３０（※８：００）       ２０：００ 
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すこやか棟（供用部） ７：３０（※８：００）       ２０：００ 

南棟（供用部）    ７：３０（※８：００）       ２０：００ 

（３）巡回業務 

ア 巡回時間は下記のとおりとする。 

＜年間を通じ夜間＞       ＜土曜日、日曜日の昼間＞ 

第１回目 １９：００ ～２０：００    １０：００～１１：００ 

第２回目  １：００ ～ ２：００    １４：００～１５：００ 

第３回目  ７：００ ～ ８：００ 

イ 巡回場所は下記のとおりとする。 

本館(供用部分)、管理棟、情報交流棟、すこやか棟、保育所、駐車場他 

ウ 点検項目 

巡回時における点検項目は、別紙「防災センター委託業務内容」による。 

（４）出入管理業務 

別紙「防災センター委託業務内容」による。 

（５）ＩＣカード・鍵等の授受業務 

別紙「防災センター委託業務内容」による。 

（６）受付・案内業務 

別紙「防災センター委託業務内容」による。 

なお、土曜日、日曜日及び祝日の外来診療を行わない日の８時より２０時までは、エン

トランスホール総合案内カウンターにて、案内・防犯等の業務を行う。 

（７）その他の業務 

別紙「防災センター委託業務内容」による。 

（８）緊急事態発生時の処置 

緊急事態発生の報告を受けた場合には、直ちに現場に急行するとともに、患者、看護師

等病院職員の身の安全を確保するものとする。 

（９）災害発生時の処置 

地震、火災等の災害発生に伴う処置については、病院が作成した「消防計画」、「災害

対策マニュアル」および「夜間・休日対応マニュアル」によるものとする。 

 

＜記録・報告＞ 

防災センター職員は、下記の記録書を作成し、病院担当職員に報告するものとする。 

ア 巡回報告書（巡回点検表） 

イ 残留者・深夜勤務者の退出時間の記録 

ウ 夜間郵便物・宅配品等の保管と管理 

エ 保安警備日誌 
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【３】勤務時間等 

施設管理業務は２４時間運転操作であるので、電気設備士、機械設備士で編成し、夜間並びに

土曜日・日曜日・祝日及び年末年始も勤務させることとし、労働基準法に定める勤務時間で勤務

日及び勤務時間を作成するものとする。やむをえない事情によって時間延長が必要な場合におい

ては、主任者の指示に従って業務を行うものとする。この場合の経費については乙の負担とする。 

 

【４】業務体制（中央監視、防災センター） 

中央監視、防災センターにおける業務体制は下記のとおりとする。 

（１）業務体制  

ア 有資格者の配置 

受託者は、法令に定めがある場合は、法令に定められている資格者を配置すること。 

なお、電気主任技術者等の所管官庁に対する選任などの届け出は委託者が行う。電気主

任技術者その他法令による専任技術者が行う業務上重要な事項については受託責任者が委

託者に連絡し、調整を行うこと。ただし、緊急の場合については、電気主任技術者その他

法令による専任技術者が緊急の措置を取り、事後直ちに委託者に報告すること。 

イ 専任技術者が不在時の措置 

受託者は、法令による専任技術者が病気その他止むを得ない事情により不在となる場合

は、その業務の代行者を専任し、委託者に届け出ておくこと。    

ウ 資格の種類 

法定技術責任者の選任は従事者の中から、次の法定技術責任者を選任する。ただし、 

複数の資格を保有することも可とする。 

          1) 電気主任技術者         4) 危険物保安監督者 

              2) ボイラー取扱作業責任者     5) 特定高圧ガス取扱主任者 

              3) 冷凍保安責任者         6) 防災ｾﾝﾀｰ要員講習受講者（防災ｾﾝﾀｰ） 

上記、資格とは別に､熱・電気エネルギー管理士を１名選任し､病院の管理標準及び中長

期計画を作成し、病院に提出するものとする。 

（２）配置要員 

施設管理業務を遂行するために必要な要員を、最低限下記のとおり、病院が指示する場所 

に配置すること。 

委託業務 
勤 務 

時間帯 
常駐人数 主要機器設備 主な仕事 

 

 

 

中央監視室    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昼 間 

8:30～ 

17:15 

 

 

 

７名以上 

 

(休日は 

３名) 

 

 

 

中央監視設備 

コージェネレーション 

中型搬送設備 

拡声放送設備 

太陽光発電設備 

弱電設備 

残飯設備 

検査排水処理設備 

テレビ共調聴視設備 

電気設備 

（保守点検） 

  日常点検 

  月次点検 

  年次点検 

  点検記録整理 

  消耗品交換 

  小修理 

  法定点検等立会 

  点検・納品業者指示 

  緊急時対応 
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夜 間 

17:15

～8:30 

 

 

 

 ３名 

 

照明設備 

非常照明・誘導灯設備 

空調機設備 

消防設備(報知器、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ) 

医療ガス設備 

冷温水発生機 

吸収式冷凍機 

冷却搭設備 

ボイラー設備 

地下重油タンク設備 

下水排水ポンプ設備 

井戸水中ポンプ設備 

受水・高架水槽設備 

ＲＩ処理槽設備 

非常用発電・蓄電池設備 

ほか 

 

等の本仕様書に定

める仕事 

 

 

 

防災センター 

 

 

 

 

昼 間 

8:30～ 

17:15 

 

 

 

 

 ３名 

 

防犯設備 

拡声放送設備         

ﾅｰｽｺｰﾙ・ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備   

ヘリポート照明設備   

地震観測システム設備 

消防設備(火災感知盤) 

エレベーター設備 

電話転送設備 

ヘリ搬送患者対応 

エスカレーター設備 

 

ほか 

（保守点検） 

  日常点検 

  月次点検 

  年次点検 

  点検記録整理 

  消耗品交換 

  小修理 

  法定点検等立会 

  緊急時対応 

  点検・納品業者指示 

等の本仕様書に定

める仕事 

 

  

 

 

夜 間 

17:15

～8:30 

 

 

 

 ３名 

 （夜間警備） 

  巡回業務 

  鍵解錠・施錠 

  夜間電話対応 

  入院患者案内 

  宅配便受取り 

等の本仕様書に定

める仕事エントラ

ンス受付   

（17:15～20:00） 
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【５】業務報告等（中央監視、防災センター） 

（１）作業計画書の提出  

受託者は、業務が円滑に行われるように、本仕様書に基づいた作業計画を各業務別に作成し

た上、委託者の指定した又はあらかじめ委託者の承認を得た様式の作業計画書を委託者に提出

し承認を得ること。 

なお、作業計画書は年間作業計画書及び月間作業計画書とし、年間作業計画書及び４月分の

月間作業計画書は契約締結後速やかに、また４月分以外の作業計画書は当該月の月初までに委

託者に提出すること。 

 

（２）業務報告書の提出 

ア 受託責任者は、毎日の業務終了後、委託者の指定した又はあらかじめ委託者の承認を得た

様式の業務日誌、日常点検記録表及び定期点検記録報告書に実施業務の内容他必要事項を記

入の上、次に示す期日までに委託者に提出し、委託者の承認を得ること。なお、その作成費

用は、受託者の負担とする。 

(ｱ) 業務日誌：翌日（翌日が休日の場合は、その翌平日） 

(ｲ) 日常点検記録表：当該週の翌週初 

(ｳ) 定期点検記録報告書：当該月の翌月初 

イ 受託者は、非常措置を行った時及び契約外の故障修理、改善等の必要性が生じた場合は、

具体的にその内容を記載した書面により速やかに委託者に報告すること。 

なお、補修及び修理を行った時も同様とする。受託者は、官公庁検査の立ち会いを行った

時はその結果について速やかに委託者に報告すること。 

ウ 受託者は、この委託業務に関する計画書及び報告書の提出や業務連絡は、それぞれの関係

者に行うこと。また、各施設の業務確認書は、委託完了届に添付して提出すること。 
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防災センター委託業務内容 

 

項  目 内          容 

巡回業務 

 

(ｱ) 閉院後の各階区室の施錠確認 

(ｲ) 各階非常扉の施錠確認 

(ｳ) 非常階段出入口扉の施錠確認 

(ｴ) 便所、ゴミ庫、倉庫等の点検 

(ｵ) 侵入者・徘徊者の発見及び対応 

(ｶ) 給湯室火気点検 

(ｷ) 各階不要場所の消灯 

(ｸ) 消火栓・消火器の外観点検、定位置確認 

(ｹ) 火災予防上の火気点検 

(ｺ) 職員駐車場での職員以外の駐車がないか確認 

出入管理 (ｱ)  職員及び部外者の出入りの確認 

（本館1階救命センター入口及び本館地下1階搬入口）  

(ｲ) 建物内外に搬出入する物品・資器材の確認 

(ｳ) 建物内外に出入りする車両の確認 

(ｴ) 保安警備上の受付業務及び記録 

(ｵ) 来訪者（外来者、救急患者、面会者等）の対応業務 

(ｶ) 不審者の発見及び対応 

ＩＣカード・

鍵等の授受 

(ｱ) ICカード・鍵の授受、保管及び鍵の受け渡し簿記入要請 

(ｲ) 休日夜間の宅配便の受け取り 

(ｳ) 拾得物の受け取りと管理 

(ｴ) 遺失物の受付 

受付・案内等 

 

 

(ｱ) 夜間電話の受付と転送 

(ｲ) 入院患者案内 

(ｳ) トイレ呼び出し（外来、共通部分）対応 

搬送機の運転

・監視等 

(ｱ) エレベーター及びエスカレーターの運転・監視 

(ｲ) エレベーター及びエスカレーターの異常時の応急処置 

ヘリ患者受け

入れ・搬送業

務 

(ｱ) 管財担当、その他との連絡調整 

(ｲ) ドクターヘリ等のヘリポート受け入れ準備 

(ｳ) ヘリポート用エレベーターの操作 

その他の付帯

業務 

(ｱ) 各出入口及び扉等の開閉 

(ｲ) 指示による特別警戒 

(ｳ) 非常事態発生警戒 

(ｴ) その他警備上必要な業務 

(ｵ) その他病院機能として、管財担当から指示のある事項 

 



中央監視・日常巡視点検業務 

13 

中央監視業務 

業 務 項 目        業 務 内 容                   日 週 月 年 随 

中 央 監 視 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.中央監視設備（HIM、BMS、MPR、CPR） 

    1)監視          

     ①状態監視  

②警報監視                 

③計  測    

④日報データ監視                          

2)操作                              

      ①遠隔起動・停止                 

      ②タイムスケジュール入力・変更   

      ③設定値入力・変更               

      ④警報停止・警報復旧             

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

    

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

2.受変電設備（電力監視）ｵﾍﾟﾚｰﾀｺﾝｿｰﾙ、ｸﾞﾗﾊﾟﾈ 

   1)監視          

      ①状態監視   

      ②警報監視   

      ③計  測   

      ④日報データ監視   

   2)操作                          

      ①遮断器ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ遠隔ＯＮ－ＯＦＦ  

      ②警報停止・警報復旧                    

      ③ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視設定入力・変更 

   3)報告・連絡 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

3.自動制御盤（ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ盤、設備盤） 

   1)監視                         

      ①状態監視                  

②計器類指示値の異常の有無  

③日報データ監視          

2)操作                   

      ①警報停止・警報復旧  

  3)連絡・報告 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

4.コージェネレーション設備 

1)監視                         

      ①状態監視                  

②計器類指示値の異常の有無  

③日報データ監視                   

2)操作                   

      ①警報停止・警報復旧  

  3)連絡・報告 

 4)機器類点検(目視・視聴・臭覚) 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

 

 

 

○ 

    

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 
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中央監視業務 

業 務 項 目        業 務 内 容                   日 週 月 年 随 

 

中 央 監 視 

 

 

 

5.中型搬送設備 

    1)監視 

       ①運行監視 

・全体運行監視画面 

・詳細運行監視画面  

②障害情報 

・障害発生中表示画面 

2)連絡・報告（休日・時間外） 

      ①故障時の病院・業者への連絡 

    3)操作 

      ①故障時の運転・停止・復旧操作対応 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

    

 

 

 

 

 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

 

6.太陽光発電設備 

     1)監視 

      ①状態監視  

②警報監視  

③計  測   

④日報データ監視                             

 2)操作                   

      ①警報停止・警報復旧  

    3)連絡・報告 

 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

    

 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 
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日常巡視点検業務  

業 務 項 目        業 務 内 容                   日 週 月 年 随 

日常巡視点検 

電気 

 1.受変電設備 

    1) 高圧配電盤 

        ①外観の異常の有無 

②その他保安規程に定める事項 

2) 高圧気中開閉器 

        ①外観の異常の有無 

        ②その他保安規程に定める事項 

   3) 高圧コンデンサ盤 

        ①外観の異常の有無 

        ②その他保安規程に定める事項 

   4) 高調波制御装置 

        ①外観の異常の有無  

       ②その他保安規程に定める事項 

   5) 低圧配電盤           

        ①外観の異常の有無     

        ②その他保安規程に定める事項 

2.直流電源設備（非常照明・制御用）                   

   1) 整流装置  

        ①表示灯類の点灯状態            

        ②操作、切替スイッチ等の状態  

2) 蓄電池 

        ①損傷・液漏れ・破損の有無  

        ②電解液面の確認 

        ③総出力電圧の確認 

3.非常用自家発電設備 

   1)非常用発電機 

       ①外観の異常の有無 

       ②無負荷運転 

       ③異音、振動の有無 

       ④計器類指示値の異常の有無 

       ⑤その他保安規程に定める事項 

   2)非常用発電機盤 

        ①外観の異常の有無 

        ②その他保安規程に定める事項    

3)非常用発電機室 

        ①外観の異常の有無 

        ②漏水、浸水の有無 

4.無停電電源設備 

 1)蓄電池本体 

        ①外観の異常の有無 

        ②その他保安規程に定める事項 

 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

 

 

○ 
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日常巡視点検業務  

業 務 項 目        業 務 内 容                   日 週 月 年 随 

日常巡視点検 

電気 

2)充電装置定期点検整備 

①外観の異常の有無 

    ②その他保安規程に定める事項 

5.動力・電灯設備（配電盤） 

①外観の異常の有無 

②計器類指示値の異常の有無 

③保安規程に定める事項 

④計器類指示値の記録採取 

6.動力・電灯設備（分電盤） 

①外観の異常の有無 

②計器類指示値の異常の有無 

③保安規程に定める事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

 

 

○ 

 

 

○ 

○ 

○ 
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日常巡視点検業務   

業 務 項 目        業 務 内 容                   日 週 月 年 随 

日常巡視点検 

熱源 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.熱源機器 

1)吸収式冷凍機                

       ①運転・監視                  

       ②外観の異常の有無            

       ③異音、振動の有無            

       ④計器類指示値の異常の有無    

       ⑤蒸気圧力の点検              

       ⑥ドレン排出状況の点検          

       ⑦保護装置外観の異常の有無    

       ⑧定期自主点検 

       ⑨清掃その他 

  

 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

  

 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

  

 

○ 

2)ガス焚きボイラー、油焚きボイラー 

       ①運転・監視  

       ②外観の異常の有無 

       ③異音、振動の有無  

   ④計器類指示値の異常の有無 

   ⑤吹き出し 

   ⑥動制御装置の機能点検 

        ⑦ばい煙濃度計の点検 

       ⑧定期自主点検 

       ⑨清掃その他 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

 

  

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)冷却塔 

       ①運転・監視 

     ②外観の異常の有無 

     ③異音、振動の有無 

     ④計器類指示値の異常の有無 

     ⑤清掃その他 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

  

 

 

 

 

○ 

 

  

4)冷温水発生器 

       ①運転・監視 

     ②外観の異常の有無 

     ③異音、振動の有無 

     ④計器類指示値の異常の有無 

     ⑤ドレン排出状況の点検 

⑥保護装置外観の異常の有無 

⑦定期自主点検 

⑧清掃その他 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

  

 

 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

  

○ 
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日常巡視点検業務 

業 務 項 目        業 務 内 容                   日 週 月 年 随 

 

日常巡視点検 

熱源 

 

2.タンク類 

   1)冷水・温水膨張タンク 

       ①運転・監視 

       ②外観の異常の有無 

 

 

 

 

○ 

  

 

 

 

○ 

  

 

   2)オイルタンク（ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ含む） 

       ①運転・監視 

       ②外観の異常の有無 

 

 

 

○ 

  

 

 

○ 

  

 

  3)還水タンク 

       ①運転・監視 

       ②外観の異常の有無 

 

 

 

○ 

  

 

 

○ 

  

 

   4)熱交換器 

       ①運転・監視 

       ②外観の異常の有無          

       ③計器類指示値の異常の有無 

       ④定期自主点検 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 
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日常巡視点検業務 

業 務 項 目        業 務 内 容                   日 週 月 年 随 

 

日常巡視点検 

熱源 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.配管設備               

 3-1 冷却水水処理装置 

     1)冷却水水質管理               

     ①外観の異常の有無             

     ②薬液補充                

       2)軟水装置 

         ①外観の異常の有無 

         ②水質のPH 試験及び再生作業 

 

   

 

 

 

○ 

 

 

  

 

 

 

 

○ 

 

○ 

○ 

 

  3-2 ヘッダー 

       1)蒸気ヘッダー、冷水ヘッダー、温水ヘッダー 

         ①外観の異常の有無 

     ②計器類指示値の異常の有無 

 

  

 

 

 

 

 

○ 

○ 

  

 

  3-3 ポンプ類 

       1)冷却水ポンプ 

         ①運転・監視 

         ②外観の異常の有無 

         ③異音、振動の有無 

         ④計器類指示値の異常の有無 

         ⑤清掃その他 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

  

 

 

 

○ 

○ 

○ 

  

 

 

 

 

 

 

○ 

 

       2)冷水・温水ポンプ 

         ①運転・監視 

         ②外観の異常の有無 

         ③異音、振動の有無 

         ④計器類指示値の異常の有無 

         ⑤清掃その他 

 

 

 

○ 

 

 

 

  

 

 

○ 

○ 

○ 

  

 

 

 

 

 

○ 

 

       3)油ポンプ 

         ①運転・監視 

         ②外観の異常の有無 

         ③異音、振動の有無 

         ④計器類指示値の異常の有無 

         ⑤清掃その他 

 

 

 

○ 

 

 

 

  

 

 

○ 

○ 

○ 

  

 

 

 

 

 

○ 
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日常巡視点検業務 

業 務 項 目        業 務 内 容                   日 週 月 年 随 

 

日常巡視点検 

空調 

 

 

 

  3-4 エアーハンドリングユニット（AHU） 

①運転・監視 

②外観の異常の有無                     

③異音、振動の有無 

④計器類指示値の異常の有無  

⑤フィルター清掃及び交換             

 

 

○ 

  

 

 

○ 

○ 

○ 

  

 

 

 

 

 

○ 

  3-5 ファンコイルユニット（FCU） 

①異常時等に対応 

②フィルター清掃及び交換 

     

○ 

○ 

  3-6 送排風機・排煙機 

      ①運転・監視  

      ②外観の異常の有無             

      ③異音、振動の有無             

 

○ 

 

   

 

○ 

○ 

 

  3-7 全熱交換機 

      ①運転・監視 

      ②異音、振動の有無 

 

○ 

  

 

  

 

○ 

  3-8 ファンフィルターユニット（FFU） 

      ①運転・監視   

      ②外観の異常の有無             

      ③異音、振動の有無 

   ④フィルター清掃及び交換           

 

○ 

 

   

 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

  3-9 コイルユニット （ダクト接続、床置、コンパクト） 

      ①外観の異常の有無 

      ②異音、振動の有無 

     

○ 

○ 

  3-10 フィルターユニット（FU）         

      ①外観の異常の有無  

      ②異音、振動の有無 

   ③フィルター清掃及び交換 

3-11 .ＨＥＰＡフィルターユニット 

      ①外観の異常の有無  

      ②異音、振動の有無 

③フィルター清掃及び交換                   

3-12 換気口（屋内） 

      ①外観の異常の有無  

      ②異音、振動の有無 

③換気口清掃       

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 
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日常巡視点検業務 

業 務 項 目        業 務 内 容                   日 週 月 年 随 

日常巡視点検 

 衛生 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

       

1.給水設備 

  1) 飲用受水槽・飲用高置水槽・雑用高置水槽・中継槽 

      ①監視 

②水位警報装置等作動点検 

③清掃及び水質検査 

 

 

 

○ 

  

 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

 

  2) 残留塩素注入系統                    

      ①目視及び臭気の異常の有無    

     ②残留塩素の測定 

 

  

○ 

○ 

   

   3) 揚水ポンプ（飲用・雑用） 

      ①運転・監視 

     ②外観の異常の有無 

       ③計器類指示値の異常の有無 

     ④清掃その他 

 

○ 

  

 

○ 

○ 

○ 

  

2.給湯設備 

   1) 貯湯槽（低層・中層・高層系・情報・管理） 

       ①監視      

       ②外観の異常の有無          

       ③計器類指示値の異常の有無  

       ④定期自主点検              

 

 

○ 

  

 

 

○

○ 

○ 

  

   2) 予熱用熱交換器                                

       ①監視 

       ②外観の異常の有無 

       ③計器類指示値の異常の有無 

     

○

○

○ 

   3) 給湯用膨張タンク（低層・中層・情報・管理・高層系）   

       ①監視  

       ②外観の異常の有無       

 

○ 

 

  

 

○ 

 

  

  4) 給湯循環ポンプ 

      ①運転・監視 

      ②外観の異常の有無 

      ③計器類指示値の異常の有無 

 

○ 

  

 

○ 

○ 

 

 

 

   5) 電気湯沸器               

       ①運転・監視 

       ②外観の異常の有無 

       ③計器類指示値の異常の有無 

     

○

○

○ 
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日常巡視点検業務 

業 務 項 目        業 務 内 容                   日 週 月 年 随 

 

日常巡視点検 

 衛生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.滅菌・濾過設備 

  1)塩素注入装置 

      ①運転・監視 

      ②外観の異常の有無 

      ③計器類指示値の異常の有無 

       ④薬液補充 

      ⑤清掃その他 

 

 

 

 

○

○ 

○ 

 

    

 

 

 

 

 

○ 

○ 

   2)濾過装置（雑用水・緊急飲料・散水用） 

       ①運転・監視      

       ②外観の異常の有無          

       ③計器類指示値の異常の有無  

       ④定期自主点検 

 

○

○ 

○ 

    

 

 

 

○ 

 

4.排水設備 

   1)汚水槽、雑排水槽、雨水槽、沈砂槽、ｵｰﾊﾞｰﾌﾞﾛｰ槽 

      湧水槽 

         ①運転・監視 

         ②外観の異常の有無 

 

 

 

 

○ 

  

 

 

 

 

○ 

2月

毎 

 

  

   2)汚水排水・雑排水・雨水通常排水・雨水緊急湧水・ 

    湧水排水ポンプ 

          ①監視 

    ②外観の異常の有無 

        ③異音、振動の有無 

        ④計器類指示値の異常の有無 

 

 

 

○ 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

   

   3)排水機能維持（除草等） 

    

 

 

 

   

 

 

 

〇 
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日常巡視点検業務 

業 務 項 目        業 務 内 容                   日 週 月 年 随 

 

日常巡視点検 

衛生 

 

5.検査系排水処理設備（付帯設備含む） 

      ①運転・監視 

      ②外観の異常の有無 

      ③異音、振動の有無         

      ④計器類指示値の異常の有無 

 

 

 

○ 

 

 

  

 

 

○ 

○ 

○ 

  

 

6.感染系排水処理設備（付帯設備含む） 

      ①運転・監視 

      ②外観の異常の有無 

      ③異音、振動の有無         

      ④計器類指示値の異常の有無 

 

 

 

○ 

 

 

  

 

 

○ 

○ 

○ 

  

 

 

7.透析系排水処理設備（付帯設備含む） 

      ①運転・監視 

      ②外観の異常の有無 

      ③異音、振動の有無         

      ④計器類指示値の異常の有無 

 

 

 

○ 

 

 

  

 

 

○ 

○ 

○ 

  

 

 

 

 

8.ボイラー系排水処理設備（付帯設備含む） 

      ①運転・監視 

      ②外観の異常の有無 

      ③異音、振動の有無         

      ④計器類指示値の異常の有無 

 

 

 

○ 

 

 

  

 

 

○ 

○ 

○ 

  

 

 

 

 

9.厨房設備 

   1)冷凍庫・冷蔵庫    

      ①異常時等に対応 

      

 

 

  

 

 

 

  

 

 

○ 

2)洗浄機・消毒保管機 

①異常時等に対応 

 

     

○ 

 3)蒸気回転釜・ガス回転釜 

①異常時等に対応 

 

     

○ 
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日常巡視点検業務 

業 務 項 目        業 務 内 容                   日 週 月 年 随 

日常巡視点検 

医療用設備 

 

 

 

 

1.医療ガス設備 

①監視 

②外観の異常の有無 

    ③計器類指示値の異常の有無 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

   

 

 

 

 

 

 

2.酸素・窒素・笑気ボンベ・タンク 

    ①外観の異常の有無 

②計器類指示値の異常の有無 

③入荷立会補助業務 

④病棟への配布、回収 

 

 

 

○ 

○ 

 

    

 

 

 

○ 

○ 

 

3.吸引、圧縮空気装置（付帯設備含む） 

    ①運転・監視 

    ②外観の異常の有無 

    ③計器類指示値の異常の有無 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

    

 

 

 

 

 

4.ヘリウム・アルゴン・検査系危険ガス（案） 

①外観の異常の有無 

②計器類指示値の異常の有無 

③ボンベ・パッキン交換 

 

 

 

○ 

○ 

 

    

 

 

 

○ 

 

日常巡視点検 

その他設備 

 

1.メディカルフリーザー 

①異音、振動の有無 

②計器類指示値の異常の有無 

     

 

○

○ 
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日常巡視点検業務 

業 務 項 目        業 務 内 容                   日 週 月 年 随 

 

小修理・雑作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.電気関係 

   1)異常箇所確認 

   2)応急処置 

   3)手配、指示及び確認 

 

     

 

○ 

○ 

○ 

2.空調関係 

   1)異常箇所確認 

   2)応急処置 

   3)手配、指示及び確認 

     

○ 

○ 

○ 

3.衛生関係 

   1)異常箇所確認 

   2)応急処置         

   3)手配、指示及び確認   

     

○ 

○

○ 

4.医療関係 

   1)異常箇所確認 

   2)応急処置         

   3)手配、指示及び確認   

     

○ 

○

○ 

5.建築関係 

   1)異常箇所確認   

   2)応急処置           

   3)手配、指示及び確認  

     

○ 

○ 

○ 

6.消防関係 

   1)異常箇所確認   

   2)応急処置           

   3)手配、指示及び確認  

     

○ 

○ 

○ 

 

緊急処置 

 

 

1.緊急対応時の処置 

   1)処置 

   2)事故原因究明・分析 

   3)再発防止 

   4)周知及び見直し 

     

 

○ 

○ 

○ 

○ 
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日常巡視点検業務 

業 務 項 目        業 務 内 容                   日 週 月 年 随 

 

緊急処置 

 

 

 

2.初期故障対応業務 

   1)施工会社関係（業者及び病院担当職員に連絡） 

        ①施工会社 

        ②メーカー及び系列会社 

 

     

 

 

○ 

○ 

   2)維持管理会社（業者及び病院担当職員に連絡） 

        ①電力会社 

        ②水道供給事業者 

        ③ガス会社 

        ④医療ガス納品会社 

        ⑤その他物品納品会社 

        ⑥廃棄物処理業者 

     

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

その他業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.出入業者の作業立合 

   1)定期作業 

        ①定期保守点検 

        ②計画作業 

 

     

 

 

○ 

○ 

   2)不定期作業 

        ①手直し作業 

        ②手直し工事 

     

○ 

○ 

   3)修理作業・改修作業 

        ①修理作業 

        ②改修作業 

     

○ 

○ 

   4)納品     ○ 

2.日常ミーティング 

   1)定期作業の内容報告 

   2)不定期作業の報告 

   3)問題点等報告 

   4)引継事項報告 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

    

3.安全ミーティング 

   1)年度目標報告 

   2)危険個所報告 

   3)問題点改善状況報告 

   

○ 

○ 

○ 
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日常巡視点検業務 

業 務 項 目        業 務 内 容                   日 週 月 年 随 

 

その他業務   

 

4.業務日誌作成 

   1)日常業務日誌 

       ①電気設備 

       ②空調設備 

       ③衛生設備（消防設備含む） 

       ④医療設備 

   2)その他報告日誌 

 

 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

    

 

5.使用量検針 

   1)光熱量検針 

       ①電気 

       ②ガス 

       ③水道 

       ④下水道 

   2)テナント光熱量検針 

       ①電気   

       ②ガス    

       ③水道   

       ④下水道 

 

   

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

  

 

6.電気、機械室の整理、整頓 

   1)安全、通路の確保 

   2)機械室、粉塵等堆積防止 

 

   

 

○ 

○ 
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昼間電話交換及び正面玄関受付業務 

 

【１】業務の目的  

病院の電話交換機室における昼間電話交換業務及び正面玄関における施設案内等の受付業務

を円滑かつ適切に行うことを目的とする。 

特に、病院という施設の特殊性を常に念頭におきつつ応対し、適切に業務を遂行すること。 

 

【２】業務内容 

    業務内容は下記のとおりとする。 

① 昼間電話交換業務 

（１）病院の電話交換業務（外線から外来・病棟等の内線・病院職員病職員ＰＨＳへの接続、内

線より依頼された部署への取次ぎ、呼び出し・インターネットによる電話番号確認等） 

（２）院内放送業務（駐車移動や各種案内等） 

（３）その他業務 

 

② 正面玄関受付業務 

   来院者に対する館内各施設の場所等の案内業務 

 

【３】勤務時間 

① 昼間電話交換業務 

（１）勤務時間は、外来診療日の８時30分から18時30分までとする。 

（２）８時30分から17時15分までは電話交換機設置台数（２台）に応じた人員を配置するもの

とする。 

（３）17時15分から18時30分までは運用可能な最低人数を配置するものとする。 

 

② 正面玄関受付業務 

（１）勤務時間は、外来診療日の８時00分から17時00分までとする。 

（２）人員は２人を配置するものとし、１人は８時00分から15時45分、１人は９時15分から

17時00分までとする。 

 

【４】勤務上の留意点 

病院は県民のサービス機関であるので、特に言葉づかい・服装態度には充分留意の上勤務す

るものとする。 

特に患者等の立場に立って考え、親切・丁寧で感じの良い対応を心がけること。 

電話交換業務においては、電話交換室での電話交換業務終了後の夜間電話交換設備の切替え

を確実に実施すること。 

 

【５】その他 
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（１）電話交換業務について 

レシーバは設備に含まれないため、受託業者が用意すること。 

電話交換の中継台操作等については、受託業者の責任において契約開始日時までに習得する

こと。 

（２）正面玄関受付業務について 

接遇研修及び館内各施設の場所等の習得については、契約期間までに実施すること。 

（３）その他 

職員の駐車場及び制服等の貸与については受託業者において用意すること。 



機器配置概要表　：　（　１Ｆ　防災センター　）

監視 制御

非常照明・誘導灯設備 誘導灯信号装置 - ○

照明設備 CL-B1-BO - -

拡声放送設備 非常リモコン - ○

② 自動火災報知設備 GR型受信機盤 ○ ○

③ 〃 防災CRT監視盤 ○ ○

④ 〃 インターフェイス盤 ○ ○

⑤ 〃 非常電話制御盤 ○ ○

⑥ 防犯設備 CCTV　機器架　No1 ○ -

⑦ 〃 CCTV　機器架　No2 ○ -

〃 コントロールユニット盤 ○ ○

〃 音声標識ガイド装置 ○ ○

⑨ 拡声放送設備 非常放送アンプ　Ｎo１ ○ ○

⑩ 〃 非常放送アンプ　Ｎo２ ○ ○

拡声放送設備 非常放送アンプ　Ｎo３ ○ ○

（端子盤） T-1-BOU - -

ﾅｰｽｺｰﾙ・ｲﾝﾀｰﾎﾝ　設備 ナースコール制御装置 ○ ○

⑫ エレベータ設備 ELB監視盤 ○ -

⑬ スプリンクラー設備 散水制御盤 ○ ○

⑭ ヘリポート照明設備
ヘリポート照明
遠方操作パネル

- ○

⑮ 中央監視設備 オペレータコンソール ○ -

⑯ 自動火災報知設備 プリンター卓 - -

⑰ 防犯設備 オペレーションコンソール ○ ○

⑱ 地震観測システム設備 監視装置 ○ -

⑲ 電話転送設備 電話転送 - ○

⑧

⑪

機能
備　考設備名称 機器名称機器No

①



機器配置概要表　：　（　B１F　中央監視室　）

監視 制御

① 受変電設備（電力監視） オペレータコンソール ○ ○

② 中央監視設備 HIM（ﾋｭｰﾏﾝﾒｯｾｰｼﾞﾌﾟﾘﾝﾀｰ） ○ -

③ 〃 BMS（ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ） ○ ○

④ 〃 MPR（ﾒｯｾｰｼﾞﾌﾟﾘﾝﾀｰ) ○ -

〃 CPR（ｶﾗｰﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ) ○ -

⑤ コージェネレーション設備 監視装置 ○ ○

⑥ 〃 UPS - -

⑦ 幹線設備 配線用盤 - -

⑧ 中型搬送設備 監視装置 ○ -

⑨ 拡声放送設備 RM（ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ) - ○

⑩ 太陽光発電設備 計測装置 ○ -

⑪ 弱電設備 T-B1-TK - -

⑫ テレビ共調聴視設備 TV-B1-TK - -

⑬ 照明設備 CL-B1-TK - -

⑭ 自動制御盤
ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ盤
（空調contﾓﾆﾀｰ）

○ ○

○ ○

⑯ 受変電設備 カラーレーザープリンター - -

⑰ 〃 UPS - -

設備盤
　　　ﾎﾞｲﾗ台数制御盤
　　　ｶﾞｽ遮断操作盤
　　　医ｶﾞｽ監視盤　　組

〃⑮

機器No
機能

備　考設備名称 機器名称



2
0
0

900 600

2
0
0
0

4
0
5

2
4
0
5

2
0
0

3850
200

370

250

600600

510 2540 650 800

200

2
4
0
5

5
9
5

250

中型搬送設備

監視装置

中央監視室

555 910 590 800 1000 1000 1000

2
0
0

2
0
0

2
4
0
5

1200

1
1
6
2

700 700 550

80
4500

1
1
0
0

中型搬送設備

監視装置

1050 500

520

90
4500

1
1
0
0

7
0
0

1200

100

1000 1000 1000 815 575 910

2895 1200 650 800
250

1200 995

大型表示装置

12001240



ＣＰ１

Ｃ２

耐火パネル（ＦＫｔ２０）貼りＡＥＰ

ブラインドボックス

９，００ ０

４， ５０ ０

４５

５０
０

１，
００

０

５
００

４
５

４７
５

４，
０２

５

４２

９３

９０
０

５６１８ ０

１０ ０ ２ ００

１４ ９

８１ ３
０

３０

４
５２

４６
４

１，２ ００２２ ０

１ ６２

８ １ ８１

３ ０ ３０

１ ，５ ９９

２８
９

１
８６

５６ ２２

３，４ ５０

４ ，８７ ０

１５
０

１５
０

１８
０

３
４

７
３

７３

１４
６

８０ ０６ ００９ ００ ７００６００

７００ ７ ００ ７ ００ ７０ ０

１，２ ００２， ８００

自動火災報知設備自動火災報知設備
防災ＣＲＴ監視盤

自動火災報知設備
ＧＲ型受信機盤 ＣＬ－１－ＢＯＵ

誘導灯信号装置

５ ４５

９ ，０ ００

３５５

２ ６２ ９３７００ ５４ ５７ ００

３， ６００

４ ５ ４５

１ ，０９ ０

７０
０

７０
０

７０
０

Ｙ９

５００ ５０ ０

１ ，００ ０

（２ １＋ ２１）

Ｃ１

Ｇ Ｙ２

３１ ０

９ ７

１９ ０

ＣＣＴＶ　機器架 ＣＣＴＶ　機器架

ＥＬＶ監視盤　設置スペース
防犯設備

非常放送アンプ 非常放送アンプ 非常放送アンプ

１，
０７

５
１
，１

３
８

２
５８

２
５８

８０ ０

天井仕上げ面

（ＣＨ：２，７００）

７０ ０

Ｍ

防災センター　平面図

２０ １１ ５

９
００

４３
４

１ ，１ １８ ２０

Ｘ６

１，０４ ５２ ５８

インターフェイス盤非常電話制御盤

　矢視図　Ａ’Ａ

年　月　日 変　　　更　　　事　　　項 変　　　更　　　事　　　項年　月　日

東光・シーテック特定建設工事共同企業体
担当者 担当者 担当者

東光・シーテック特定建設工事共同企業体

現場代理人 監理技術者 副所長 副所長

図面名

工事名

縮尺 ファイル名

図面ＮＯ

作成日

製図

県立岐阜病院

公共建築課

岐阜県基盤整備部 日本設計

建築監理 構造 電気 機械責任者
監理

岐阜県総合医療センター（仮称）電気設備工事

１／３０ Ｈ１７．０３．０８

ＥＳ－１７０２

Ｃ

Ａ’

Ｃ’

（ＢＡＣｎｅｔ　Ｉ／Ｆ用含む）
コントロールユニット盤

Ｔ－１－ＢＯＵ （上　部）

・　ナースコール　制御装置　取付スヘ゜ース

・　電話用　１０Ｐ端子台＋整端スペース

２５

照明器具（ＢＢ４５３）

廊下－２

１２３４５６７

Ｔ－１－ＢＯＵ

（上　部）

Ｂ’

１６
２

３
０

３０

８１
８１

１ ６４

２５

８１
８１４

０５

非常リモコン

１９型液晶モニタ

１９型液晶モニタ（天井吊下）

②

③

④

⑤

⑥

⑦

６００Ｗ×２，０００Ｈ×７００Ｄ

８００Ｗ×２，０００Ｈ×７００Ｄ

６００Ｗ×２，０００Ｈ×７００Ｄ

９００Ｗ×２，０００Ｈ×７００Ｄ

７００Ｗ×２，０００Ｈ×７００Ｄ

７００Ｗ×２，０００Ｈ×７００Ｄ

ＧＲ型受信機盤

防災ＣＲＴ監視盤

インターフェイス盤

非常電話制御盤

ＣＣＴＶ　機器架　№１

ＣＣＴＶ　機器架　№２

№

① 誘導灯信号装置

盤　　名　　称 函　体　寸　法

ＣＬ－１－ＢＯＵ ７００Ｗ×２，０００Ｈ×７００Ｄ

非常リモコン
ヘリホ゜ート照明
遠方操作ハ゜ネル

７０ ０

防犯設備
オヘ゜レーションコンソール

自火報設備
プリンタ卓

中央監視設備
オヘ゜レータコンソール

１，０ ００８ ００

地震観測
システム設備

Ｍ ＰＲ

ＬＰＲ

８０
０

１階　防災センター　詳細図

１６
２

８１

散水制御盤

（１
５＋

１
５）

（
１５

＋
１５

）

Ｓ１

Ｇ Ｘ２

Ｂ４

Ｓ２８ ９ １０ １１ １２

１３

１４

１５１６１７
１８

７００Ｗ×２，０００Ｈ×７００Ｄ

７００Ｗ×２，０００Ｈ×７００Ｄ

７００Ｗ×２，０００Ｈ×７００Ｄ

７００Ｗ×５００Ｈ×３５０Ｄ
（上部ダクト部分）

（ＢＡＣｎｅｔ　Ｉ／Ｆ用含む）

非常放送アンプ　№２

非常放送アンプ　№３

ＥＬＶ監視盤

・防犯設備

　コントロールユニット盤

・音声標識カ゛イト゛装置

Ｔ－１－ＢＯＵ（上部）

ナースコール制御装置（上部）

非常放送アンプ　№１

６００Ｗ×２，０００Ｈ×３００Ｄ

（１，２００Ｗ×２，０００Ｈ×４５０Ｄ）

散水制御盤

ヘリホ゜ート照明遠方操作ハ゜ネル

７００Ｗ×２，０００Ｈ×７００Ｄ

３５０Ｗ×３５０Ｈ×２００Ｄ⑭

⑬

⑫

⑪

⑩

⑨

⑧

３ ３

３ ３

２Ｅ

Ｂ

２Ｅ

ＴＴ

Ｓ
Ｐ

Ｈ
Ｓ

Ｈ＝１，３００

Ｔ ＮＣ

インターホン
（１台予備スペース）

ナースコール

デジタル親機

４，
５０

０

１６
５

４７
５

４６
４

１，
３３

４
２，

６
９１

５
６

５
６ ２２

２２

７００

Ｒ

２Ｅ

１ＦＬ

２ＦＬ

５２ ５

５ ００ ５０ ０

９，０００

４ ７２

３
００

４０ ３ ５

７５

４
，
５
００

１５
０

１
５０ ３

４５
１
９５

４０

３ ２０ １８ ０

２ １５

１
５０

１
０

１
，０

１
０

１
６０

１
，０

０
０

１
０

２０ ０

１８ ０ ２０

３４
５

１９
５

４０

５ ００

２０
０

９０
０

２，
０
００

２１ ５

２
５

５ ５ １ ８０

３ ５ ２ ００

２０ １ ８０

１００ １００

Ｙ９

４，５０ ０

４ ，０２ ５

８２５

６ ５０ １７ ５

３２５ ５０ ０

２０ ０ ２３ ５

４ ３５

８１

１６ ２

３０３ ０

８ １

２，
８
５０

１
５０

２
，７

０
０

１ ８６

９ ３

１０２ ２ １

２１

４， ５００

４５ ４５

Ｘ６

天井仕上げ面
（ＣＨ：２，７００）

ＲＣ部分

前面開口 前面開口 前面開口

１６ ２

８ １ ８ １

１５
１５
１０ ２ １５

１５

２，
１０

０
７
５０

Ｘ６

１ＦＬ

フロアハ゜ネル天端
（ＯＡフロア）

天井仕上げ面

（ＣＨ：２，７００）

４，８ ７０

前面開口 前面開口前面開口 前面開口

防犯設備

配線用ダクト

４，８７ ０

１， ２８０ １８ ０

８００ ６ ００ ９ ００ ７ ００ ７０ ０

４，５ ００

１８ ６

９３ ９３

２ １

２１

１０ ２ ２１

２１

５０ ０

７０ ０ ７０ ０ ７００ ７ ００

５ ００５０ ０

１， ２０ ０２ ，８ ００

１， ２０ ０２ ，８ ００

７０ ０ ６０ ０２ ６２

２ ６２

３５ ５

２ ６２

３５ ５ ３， ６０ ０ ５ ４５ ５４５

非常放送アンプ

９ ３

２ １

２１

１０
０

１０
０

３１０ １ ９０

９７

１
５０

２０
０

非常放送アンプ 非常放送アンプ 自動火災報知設備 自動火災報知設備

防災ＣＲＴ監視盤

自動火災報知設備

ＧＲ型受信機盤 ＣＣＴＶ　機器架ＣＣＴＶ　機器架

Ｔ－１－ＢＯＵ

（上　部）

制御装置　取付スヘ゜ース

１９０

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

落とし込み開口付

落とし込み開口付

ＧＬ寸法

非常電話制御盤

（前面蓋取外し可）

＋整たんスペース

電話用　１０Ｐ端子台

（ＢＡＣｎｅｔ　Ｉ／Ｆ用含む）
コントロールユニット盤

フロアハ゜ネル天端
（ＯＡフロア）

インターフェイス盤

５４５５ ４５

ＮＳ用

落とし込み開口付

３１０

２５
０

５０
４
５０

５
０

５
０

誘導灯信号装置

ＣＬ－１－ＢＯＵ

１５
０

１５
０

４５
０６
５０

５０

６
５０

２
，９

００

２
，９

００

２５
０

２
，０

００
（
盤
函
体
寸
法
）

２
，０

００
（
盤
函
体
寸
法
）

ＣＣＴＶ設備
１９型液晶モニタ

非常放送リモコン

音声標識
カ゛イト゛装置

ＥＬＶ監視盤

ＢＬ

ＢＬ

ＢＬ

ＢＬ

ＢＬ

ＢＬ

ＢＬ

ＢＬ

ＢＬ

ＢＬ

ＢＬ

ＣＵ１

ＵＰＳ１

ＨＵＢ１

ＨＵＢ２

ＡＴ１

ＴＢ１

ＢＫ１

Ｒ１

ＣＵ１

ＵＰＳ１

ＨＵＢ１

ＨＵＢ２

ＡＴ１

ＴＢ１

ＢＫ１

Ｒ１

ヘリホ゜ート照明
遠方操作ハ゜ネル

２
，０

０
０

２
５０

１０
０５

０
５０

０

前面開口

６０ ０

散水制御盤

２ ，３２ ５

２， ８００

１４

１， ４０ ０

８ １０ １１ １２

１４

９

インターホン
（１台予備スペース）

ナースコール

デジタル親機

前面開口 前面開口 前面開口 前面開口

矢視図Ｃ’　Ｃ 　－　　－ 　矢視図Ｂ 　Ｂ’

　－ 　矢視図

テレビ

排　　煙
オペレータ盤

排　　煙
オペレータ盤

Ａ

ＦＬ±０

ＦＬ－２００
ＣＨ＝２，７００

防災センター

１ＦＬ １ＦＬ

２０
０

１
５０

２０
０

１
５０

９
，
０
０
０

Ｙ８

Ｙ９
４，０２５

Ｈ１７．０８．０８ ＣＲＴモニタを液晶モニタ（天井吊下）に変更・ヘリポート照明遠方操作パネル位置変更・非常リモコン追記

Ｈ１８．０３．２９ 排煙オペレータ盤追加

Ｄ

　Ｄ’

Ｄ 　Ｄ’

シャッター
スイッチ

コンセント

1
,
6
0
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,
5
0
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